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情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会（第９２回）議事概要 

 

１ 日 時 

  平成３１年１月２５日（金）１３時５９分～１５時１６分 

 

２ 場 所 

  総務省 第１特別会議室（８階） 

 

３ 出席者 

（１）委員 

新美 育文（部会長）、川濵 昇（部会長代理）、大谷 和子、藤井 威生、

三友 仁志、山下 東子、吉田 裕美子 

（以上７名） 

 

（２）専門委員（敬称略） 

    相田  仁  

（以上１名） 

 

（３）総務省出席者 

  ア 総合通信基盤局 

    谷脇総合通信基盤局長、秋本電気通信事業部長、山碕事業政策課長、 

佐伯市場評価企画官、大村料金サービス課長、 

藤田電気通信技術システム課長、 

安東電気通信技術システム課番号企画室長、梅村消費者行政第一課長 

 

  イ サイバーセキュリティ統括官室 

    竹内サイバーセキュリティ統括官、サイバーセキュリティ統括官付木村参事官、

サイバーセキュリティ統括官付赤阪参事官 

 

（３）事務局 

佐藤情報流通行政局総務課課長補佐 

 

４ 議 題 

（１）答申事項 

ア 端末設備等規則等の一部改正について【諮問第３１０７号】 

 

審議の結果、諮問のとおり改正することが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、情報通信審議会からの一部答申「ＩｏＴの普及に対応した電気通 
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信設備に係る技術的条件」を踏まえ、ＩｏＴ機器を含む端末設備のセキュリ 

ティ対策に関する技術基準の整備及びＬＰＷＡサービスに係る電気通信主 

任技術者の選任義務の緩和を行うことを目的として、端末設備等規則及び電 

気通信主任技術者規則の一部の改正を行うものとして、諮問があったもの。 

 

イ 電気通信事業法施行規則等の一部改正について（「網機能提供計画」制度

の見直し及び第一種指定電気通信設備等の接続機能の休廃止に伴う周知制

度の整備）【諮問第３１０８号】 

 

審議の結果、諮問内容に沿って改正することが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、電気通信事業法第３６条に定める「網機能提供計画」制度の対象 

範囲や手続ルールの見直しを行うため、電気通信事業法施行規則の一部の改 

を行うものとして、諮問があったもの。 

 

ウ 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案（指定電気通信役務の範

囲の見直し）について【諮問第３１０９号】 

 

審議の結果、諮問のとおり改正することが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、電気通信事業法の規定による指定電気通信役務の対象外となる

ものの範囲を変更するため、電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令

第 25 号）の一部を改正する省令案に関して、諮問があったもの。 

 

エ 第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令案について

【諮問第３１１０号】 

 

審議の結果、諮問内容に沿って改正することが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、情報通信審議会答申（平成 31 年度以降の接続料算定における長 

期増分費用方式の適用の在り方）を踏まえ、長期増分費用方式に基づく接続 

料の算定方法の見直し事項を反映するため、第一種指定電気通信設備接続料 

規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）等の一部を改正する省令案に関して、諮 

問があったもの。 

 

オ 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案（電気通信業務の休廃止 

に係る利用者周知義務）について【諮問第３１１２号】 
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審議及び意見募集の結果を踏まえ、諮問された案を一部修正し制定するこ 

とが適当との答申をした。 

 

【内容】 

本件は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部 
を改正する法律の施行に伴い、電気通信事業法施行規則の改正により、電気 
通信業務の休廃止に係る利用者周知義務について制度を整備するため、諮問 
があったもの 

 

（２）諮問事項 

ア 電気通信番号規則の制定等について【諮問第３１１３号】 

 

審議の結果、本件について意見募集を実施し、提出された意見を踏まえ 

審議を行うことを決定した。 

 

【内容】 

本件は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部 

を改正する法律の施行に伴い、電気通信番号規則の制定等、電気通信番号に 

関する制度を整備するため、諮問を受けたもの。 

 

イ 国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第八条第二項に規定する業務 

の実施に関する計画の認可について【諮問第３１１４号】 

 
審議の結果、諮問のとおり認可することが適当との答申を行った。 

 

【内容】 

本件は、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第９条の規定に基づき、 

情報通信研究機構が行う、パスワード設定等に不備のある IoT 機器調査の実 

施計画に係る認可について、諮問を受けたもの。 

 

（３）「諮問を要しない軽微な事項について」（平成 20 年９月 30 日 情報通信行政・

郵政行政審議会電気通信事業部会決定第５号）の一部改正について 

 

審議の結果、改正することが適当との部会決定を行った。 

 

【内容】 

国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第９条の規定に基づく、パスワー 

ド設定等に不備のある IoT 機器調査の実施計画のうち、特定アクセス行為の送 

信元のＩＰアドレス等の変更については、諮問を要しない軽微な事項とするも 

の。 
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本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省ＨＰにおいて公開

しておりますのでご覧ください。 

また、総務省において、閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記ま

でご連絡をお願いいたします。 

 

担 当：総務省情報流通行政局総務課審議会係 佐藤・星 

電 話：０３－５２５３－５６９４ 

ＦＡＸ：０３－５２５３－５７１４ 

メール：ip-council@soumu.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


